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企画競争説明書 
 

（ＱＣＢＳ方式） 
 

 

 

業務名称： セネガル国UHCに関する情報収集・確認調査（QCBS) 
 

案件番号： 19a00965 
 

 

 

【内容構成】 

第１章 企画競争の手続き 

第２章 特記仕様書案 

第３章 プロポーザル作成に係る留意事項 

第４章 契約書（案） 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年１２月１８日 

独立行政法人国際協力機構 

調達部 

 



 

本説明書は、独立行政法人国際協力機構（JICA）が、民間コンサルタント等に実施

を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法につい

て説明したものです。 

本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書（以下「プロポーザ

ル」という。）に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評

価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評

価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相

手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件

業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。 

なお、本説明書の第３章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたって

の基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補

し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案

内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付

属書として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。 

 

 

 

第１章 企画競争の手続き 
 

１．公示 

公示日 ２０１９年１２月１８日 

 

２．契約担当役 

理事 植嶋 卓巳 

 

３．競争に付する事項 

（１）業務名称：セネガル国 UHCに関する情報収集・確認調査（QCBS) 

（２）業務内容：「第２章 特記仕様書案」のとおり 

（３）適用される契約約款雛型： 

成果品の完成を約しその対価を支払うと規定する約款 

すべての費用について消費税を課税することを想定しています。 

（４）契約履行期間（予定）：２０２０年２月 ～ ２０２１年１月 

 

４．窓口 

〒 102-8012 

東京都千代田区二番町５－２５ 二番町センタービル 

独立行政法人 国際協力機構 調達部 

電子メール宛先：prtm1@jica.go.jp 

担当者：契約第 1課 木戸 正巳 

Kido.Masami@jica.go.jp 

）書類の提出窓口（持参の場合）は、同ビル１階 調達部受付となります。 
 

５．競争参加資格 

（１）消極的資格制限 

以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則（平成 15 年細則
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(調)第 8 号）第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の

構成員となることや契約の下請負人（業務従事者を提供することを含む。以下同

じ。）となることを認めません。プロポーザル提出時に何らかの文書の提出を求

めるものではありませんが、必要に応じ、契約交渉の際に確認させて頂きます。 

１）破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 

具体的には、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）又は民事再生法（平成

11年法律第 225号）の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行して

いない法人をいいます。 

２）独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程（平成 24 年

規程(総)第 25号）第 2条第 1項の各号に掲げる者 

具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構

成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団

等を指します。 

３）独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程

（平成 20年規程(調)第 42号）に基づく契約競争参加資格停止措置を受けて

いる者 

具体的には、以下のとおり取扱います。 

ａ）競争開始日（プロポーザル等の提出締切日。ただし、競争参加資格確認を

事前に行う場合は資格確認申請書の提出締切日。以下同じ。）に措置期間

中である場合、競争への参加を認めない。 

ｂ）競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日（契約交渉権者決定日）まで

に措置が開始される場合、競争から排除する。 

ｃ）契約相手確定日（契約交渉権者決定日）の翌日以降に措置が開始される場

合、競争から排除しない。 

ｄ）競争開始日以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。 

 

（２）積極的資格要件 

当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めま

す。 

１）全省庁統一資格 

令和０１・０２・０３年度年度全省庁統一資格を有すること。 

２）日本登記法人 

日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。 

（３）利益相反の排除 

利益相反を排除するため、本件業務の TOR（Terms of Reference）を実質的に

作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務

の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相

反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同

企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。 

（４）共同企業体の結成の可否 

共同企業体の結成を認めます。ただし、業務主任者は、共同企業体の代表者の

者とします。 

なお、共同企業体の構成員（代表者を除く。）については、上記（２）に規定

する競争参加資格要件を求めません（契約交渉に際して、法人登記等を確認する
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ことがあります）。 

 

共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届（様式はありません。）を作

成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表

者印又は社印を押印してください。 

また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。 

（５）競争参加資格要件の確認 

競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いた

だく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格

要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。 

 

６．説明書に対する質問・回答及び説明書の変更 

（１）質問提出期限 

２０２０年 １月 ８日（水）１２時 

質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。 

（２）提出先・場所 

上記４．窓口のとおり（prtm1@jica.go.jp宛、CC: 担当者アドレス） 

注１）原則、電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公
示日、公示案件名を必ず記載してください。 

注２）公正性・公平性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則と
してお断りしています。 

（３）回答方法 

質問受領後、原則として３営業日以内に当機構ホームページ上に行います。 

（URL: https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1） 

（４）説明書の変更 

競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書を変更

する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の２営業日前まで

に当機構ホームページ上に行います。 

（URL: https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1） 

変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に

反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があ

ります。 

 

７．プロポーザル等の提出 

（１）提出期限：２０２０年 １月１７日（金） １２時 

（２）提出方法：郵送又は持参 

注１）郵送の場合は、上記提出期限までに到着するものに限ります。 
注２）持参の場合、機構が受領したことを証明するため、以下のウェブサイトに

提示される「各種書類受領書」を合わせて提出して下さい。 
（ URL: 

https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.ht

ml） 

（３）提出先・場所：上記４．窓口 

（４）提出書類：プロポーザル  正１部  写 ４部 

mailto:prtm1@jica.go.jp
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1
https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html
https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html
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見積書     正１部  写 １部 

注）見積書はその内訳書とともに密封してください。 

（５）プロポーザルの無効 

次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。 

１）提出期限後にプロポーザルが提出されたとき 

２）提出されたプロポーザルに記名、押印がないとき 

３）同一者から２通以上のプロポーザルが提出されたとき 

４）虚偽の内容が記載されているとき 

５）前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したと

き 

 

８．契約交渉権者の決定方法 

（１）評価方式と配点 

プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価

します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を１００点満点とし、配

点を技術評価点８０点、価格評価点２０点とします。 

（２）評価方法 

１）技術評価 

「第２章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点

表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評

価し、合計点を技術評価点（小数点第１位まで計算）とします。 

技術評価の基準 

当該項目の評価 評価点 

当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ

る業務の履行が期待できるレベルにある。 
９０％以上 

当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分

期待できるレベルにある。 
８０～９０％ 

当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履

行が十分できるレベルにある。 
７０～８０％ 

当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい

ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 
６０～７０％ 

当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で

あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、

全体業務は可能と判断されるレベルにある。 

４０～６０％ 

当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内

容・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ

をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 

４０％以下 

評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポー

ザル作成ガイドライン」の別添資料２「コンサルタント等契約におけるプロポ

ーザル評価の視点」を参照してください。 

（ URL: 

https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/proposal_201211.

https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/proposal_201211.html
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html） 

この技術評価点が基準点（１００点満点中６０点）を下回る場合には不合格と

します。 

 

【 本案件は、「若手育成加点」は適用されません。 

 

２）価格評価 

価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピ

ング防止対策として、予定価格の８０％を下回る見積価格については、逆に安価

となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、小数点第２位ま

で計算します。 

【見積価格が予定価格の８０％を上回る場合】 

（価格評価点）＝［（予定価格－見積価格）／予定価格］×１００＋８０ 

【見積価格が予定価格の８０％を下回る場合】 

（価格評価点）＝１２０－［（予定価格－見積価格）／予定価格］×１００ 

３）総合評価 

技術評価点と価格評価点を８０：２０の割合で合算し、総合評価点とします。 

（総合評価点）＝（技術評価点）×０．８＋（価格評価点）×０．２ 

（３）見積書の開封 

価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で

公開で開封します。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であ

った場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。 

また、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されるこ

ともあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。 

１）日時：２０２０年 ２月 ４日（火） １１時～ 

２）場所：東京都千代田区二番町５番地２５ 二番町センタービル 

独立行政法人国際協力機構 ２０３会議室 

 参加される方は身分証明書をお持ちください。会場の収容人数に比較し

て、参加希望者が多数となる場合は、競争参加関係者を優先します。 

（４）契約交渉権者の決定方法 

総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。 

総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。 

最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった

場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。 

 

９．評価結果の通知・公表と契約交渉 

（１）評価結果の通知と公表 

評価結果（順位）及び契約交渉権者を２０２０年 ２月１３日（木）までに各

競争参加者に通知します。 

なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ホームページに公開する

こととします。 

１）競争参加者の名称 

２）競争参加者の技術評価結果 

https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/proposal_201211.html
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以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。 

①コンサルタント等の法人としての経験・能力 

②業務の実施方針等 

③業務従事予定者の経験・能力 

④若手育成加点（該当する場合） 

３）競争参加者の価格評価結果 

見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。 

（２）契約交渉権者との契約交渉 

評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交

渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。 

１）特記仕様書（プロポーザル内容反映案） 

契約交渉に際しては、まずは以下の３つの認識（イメージ）を機構と契約交

渉権者で一致させることが重要であると考えています。 

 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容 

 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容 

 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業

務内容の追加や変更（具体的な業務内容の確定を含む。） 

これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契

約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書（プロポーザル内容

反映案）」の提示を求めます。 

なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書（案）が一

部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果の公平性が損なわれ

ない範囲に限るものとします。 

２）契約業務履行上のリスク項目 

コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービス

の提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有して

おり、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。 

契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間

で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締

結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で

共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。 

「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を「打

合簿」にて確認します。 

３）見積金額内訳にかかる資料 

見積金額を積算した際の資料を用意してください（積算に当たって作成・取

得済の資料のみで構いません）。当該資料には、業務従事が確定している業務

従事者リスト（所属先、学歴等の情報を含む。）を含むものとします。 

機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資

料の提出を求める場合があります。 

（３）契約交渉の終了 

契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができな

いと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通

知します。 

契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契
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約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示

を行う場合があります。 

（４）技術評価結果の説明 

技術評価の評価内容については、評価結果の通知日から２週間以内に申込み頂けれ

ば、日程を調整の上、面談で説明いたします。なお、２週間を過ぎての申込みはお受

けしていませんので、ご承知おきください。 

 

１０．契約・情報の公表 

本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト

上に契約関連情報（契約の相手方、契約金額等）を公表しています。また、一定の関

係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表し

ます。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参

照願います。 

（ URL: 

https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html） 

プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさ

せていただきます。 

（１）一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表 

１）公表の対象となる契約相手方取引先 

次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。 

ア．当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、

又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること 

イ．当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3分の 1以上を占めてい

ること 

２）公表する情報 

ア．対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名 

イ．直近 3か年の財務諸表における当機構との間の取引高 

ウ．総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合 

エ．一者応札又は応募である場合はその旨 

３）情報の提供方法 

契約締結日から１ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。 

（２）関連公益法人等にかかる情報の公表 

契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13章第 6節に規定する関連公益法

人等に該当する場合には、同基準第 13章第 7 節の規定される情報が、機構の財務

諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。 

 
１１．誓約事項 

プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきま

す。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。 

（１）反社会的勢力の排除 

以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。 
ア． 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会

運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等（各用語の意義は、独立行政法人国際協

力機構反社会的勢力への対応に関する規程（平成 24 年規程(総)第 25 号）

https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html
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に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以

下、「反社会的勢力」という。）である。 

イ． 役員等が暴力団員でなくなった日から 5年を経過しないものである。 

ウ． 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。 

エ． 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の

利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を

利用するなどしている。 

オ． 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を

供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の

維持、運営に協力し、若しくは関与している。 

カ． 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りな

がらこれを不当に利用するなどしている。 

キ． 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難され

るべき関係を有している。 

ク． その他、競争参加者が東京都暴力団排除条例（平成 23 年東京都条例第 54

号）又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っ

ている。 

（２）個人情報及び特定個人情報等の保護 

法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）

（平成 26年 12月 11日特定個人情報保護委員会）」に基づき、個人情報及び特定

個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。 

本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、

業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのよう

な場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させて

いただくことが趣旨です。 

 

１２．その他留意事項 

（１）配布・貸与資料 

当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみ

に使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。 
（２）プロポーザルの報酬 

プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。 
（３）プロポーザルの目的外不使用 

プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交

渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があ

った場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情

報を提供することがあります。 
（４）プロポーザルの返却 

不採用となったプロポーザル（正）は、各プロポーザル提出者の要望があれば

返却しますので、選定結果通知後２週間以内に受け取りに来てください。連絡が

ない場合は当機構で処分します。また、不採用となったプロポーザルで提案され

た計画、手法は無断で使用しません。 
（５）虚偽のプロポーザル 
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プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするととも

に、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあ

ります。 
（６）プロポーザル作成に当たっての資料 

プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。 
１）調達ガイドライン（コンサルタント等の調達）： 

当機構ホームページ「調達情報」＞「調達ガイドライン、様式」＞「調達ガイ

ドライン コンサルタント等の調達」 

（ URL: 

https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/index.html

） 

２）業務実施契約に係る様式： 

同上ホームページ「調達情報」＞「調達ガイドライン、様式」＞「様式 業務

実施契約」 

（ URL: 

https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html） 

  

https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/index.html
https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/index.html
https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html
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第２章 特記仕様書案 
 

１． 調査の背景・経緯 

セネガル共和国の 2017年における保健指標は妊産婦死亡率 236(出生 10万対)、新

生児死亡率は 28(出生 1,000対)、5歳未満児死亡率は 56(出生 1,000対)となってお

り、SDGsの目標値（それぞれ 70、12、25）と大きな隔たりがある。かかる状況の

下、セネガル政府は「セネガル新興計画（PSE）」「国家保健社会開発計画（PNDSS 

2019-2028）」の中で、保健医療・社会サービス提供の改善、社会的弱者に対する医

療保障の拡充、これらに係るガバナンスの強化等を優先課題に位置付け、「セネガ

ル医療保障開発戦略（PSD-CMU 2013-2017）」にて 2022年までのユニバーサル・ヘ

ルス・カバレッジ(UHC)達成を目標に掲げている。しかし、医療保障制度の普及、と

りわけ最貧困層向けの健康保険の適用については、保健社会活動省、特に医療保障

庁の 2016年及び 2017年予算に不足が予測されていた。そのため、セネガルにおけ

る UHCの達成に向け、①保健財政戦略、関連投資計画の策定と政府予算の確保、②

医療保障制度関連文書の策定、③母子保健をはじめとする保健医療サービスの量の

拡充と質の向上に向けた戦略策定を促進することにより、最貧困層を主な対象とし

た保健医療サービスへの経済的及び物理的アクセスの拡充を図るため、開発政策借

款「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）支援プログラム」が形成された

（2016年 11 月 L/A調印）。その結果、設定した合計 15の政策アクションは 2016年

及び 2017年に達成され、資金供与を行った（供与額 84.4億円）。 

同事業においてはすべての政策アクションが達成され、設定された指標それぞれ

において改善が見られた。たとえば、運用・効果指標の一つであった「看護師 1名

及び助産師 1名が配置されている僻地の保健ポストの割合」については 2018年 9月

時点で目標達成が確認され、目標時点である 2019年 8月時点においても維持されて

いる。また、政策アクションに含まれていた「国家保健財政戦略」や「国家母子保

健戦略」の策定は、日本政府も拠出している母子保健分野の国際協調枠組みである

「グローバル・ファイナンシング・ファシリティ（GFF）」の発動に貢献した。その

結果、配置された看護師・助産師の能力強化等に係る活動計画が策定され、セネガ

ルにおける保健セクター協調メカニズムとして引き続き機能している。その他の政

策アクションとして策定された医療保障制度関連文書に関しても、継続的に活用さ

れている。 

このように、同案件は保健医療サービスの提供基盤をより強固なものとし、セネ

ガル政府予算や他ドナー資金の呼び水として機能したものの、上記戦略等において

特定された資金ギャップは依然として大きく、さらなる財政的支援が必要な状況に

ある。加えて、医療保障制度に関しては財務持続性を担保するための制度の見直し

が開始されており、国民の理解が得られる制度となるよう、財務省をはじめ関係省

庁を巻き込んだ政策策定が必要となる。これらを踏まえ、今後保健医療サービス拡

充と医療保障制度の改善に係る政策的支援を行うことを目的とした、開発政策借款

「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）支援プログラム（フェーズ２）」の実

施を計画している。 
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２． 調査の目的と範囲 

 本調査は、「１．調査の背景」を踏まえ、セネガル国の医療保険制度の改善や保健

医療サービスの拡充において優先度の高い政策アクションを策定するための情報収

集・分析を行うものである。「４．調査の内容」に基づき、今後の協力案件（特に開

発政策借款等による協力を想定）形成に必要な情報を収集・分析し、政策アクション

策定など関係機関の活動を支援することを目的とする。 

 

３． 調査実施上の留意事項 

（１）既存・類似調査の有効活用 

本調査においては、発注者HP等で公開している既存資料を最大限に利用し、

調査の効率化を図ることとする。また、本調査に際し、対象事業に係る非公開

情報についても、受注者からの要望に基づき可能な限り発注者が情報提供を行

う。 

 

（２）セネガルにおける保健医療セクターのプロジェクトからの情報収集及び分析 

本調査に関連するプロジェクトに係る情報および報告書を収集し、分析する。

（以下参考） 

・開発政策借款「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ支援プログラム」 

・技術協力プロジェクト「コミュニティ健康保険制度及び無料医療制度能力強

化プロジェクト」 

・技術協力プロジェクト「母子保健サービス改善プロジェクトフェーズ２」 

・技術協力プロジェクト「母子保健サービス改善プロジェクトフェーズ３」 

・技術協力プロジェクト「保健システムマネジメント強化プロジェクトフェー

ズ３」 

 

（３）調査計画の策定及び関係機関とのアポイントメント 

調査計画の策定においては発注者（アフリカ部アフリカ第四課、セネガル事

務所）と事前に十分な情報共有と協議の上進めること。 

本調査は、セネガル政府からの要請に基づく調査ではないため、原則として

相手国からの便宜供与は想定していない。他方、セネガル政府関係者は本調査

の早期実施を望んでおり、必要に応じて執務室の提供等の協力に応じる可能性

がある。 

アポイントメント取り付けが困難な場合は、必要に応じ、発注者が支援する

ため、前広に発注者に相談を行うこと。 

 

（４）現地調査の実施方法 

本調査は 2名の要員による実施を計画しているが、現地調査期間中（2020年

3月～10月頃を想定）は原則として少なくとも 1名は常に現地に滞在している

状態とし、可能な限り現地において要員不在期間を避けるとともに、密にセネ

ガル政府関係者等と連絡・協議できる体制をとること。    

 

（５）現地関係機関への十分な説明と情報共有 

本調査の実施にあたっては、現地関係機関と面談の上、情報収集・結果の共

有を図ること。 
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４． 調査の内容 

 以下を目安とし、より効率的・効果的な方法がある場合は提案すること。 

 

【国内準備作業】 

 

（１） 関連資料・情報の収集・分析等 

本調査に必要な既存資料の収集・分析を行い、現地調査の基本方針及び具体的な

調査方法、調査計画、調査項目、詳細な調査スケジュール等の検討を行う。なお、

調査が必要な資料のうち発注者が所有する非公開文書については、コンサルタント

からの情報提供依頼に基づき提供を検討する。 

 

（２） インセプション・レポート（案）の作成 

上記（１）の結果及び調査の全体方針を取りまとめたインセプション・レポート

（案）を作成する。インセプション・レポート（案）の内容は以下のとおり。 

・調査の背景、経緯 

・調査の目的 

・調査の方針 

・調査の内容と方法（作業項目、手法） 

・作業計画（作業工程フローチャート、日程等） 

・調査員の作業および作業期間 

・調査実施体制（現地の体制、国内支援体制） 

・提出する報告書とその目次案 

 

（３） インセプション・レポート（案）の説明・協議・最終化 

JICAアフリカ部と関係部署に対し、インセプション・レポート（案）の内容を説

明し、協議を行う。協議の結果を受けて、インセプション・レポートを最終化し、

JICAの承認を得る。 

 

【現地作業】 

 

（４） UHCに関する協力案件形成にかかる情報収集・分析 

 UHC達成支援のための協力案件形成に必要な情報を収集・分析する。具体的には以

下の通り。 

①セネガルの保健分野における関連情報（保健医療政策、医療保険制度に係る戦

略・取り組み、保健分野の財源など）の収集・分析を行う。 

②これまでの JICAによる協力の成果について情報収集・分析を行う。 

③他ドナーによる UHC支援について情報収集・分析を行う。 

④ 他国の UHCに関する事例などの収集・分析を行う。 

⑤ 保健分野における国際潮流の情報収集・分析を行う。 

 

（５）政策アクション策定にかかる情報収集・分析 

 保健セクターの政府関係機関が、政策アクション策定等プロジェクトを形成・実

施するにあたり必要な情報を収集・分析する。具体的には以下のとおり。 
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①（４）で収集した情報を踏まえ、UHCの実現を効果的・効率的かつ持続的に促進

するための保健医療行政の在り方に係る政策オプションについて分析（資金ギ

ャップ、課題、優先順位、期待される効果や実現性など）を行う。 

②セネガルにおいてこれまで実施されてきた JICAの UHCプログラムにおける協力

を踏まえて、円借款案件において優先されるべき政策アクションを分析し、同

アクションの策定や実施が行われるよう必要な情報を関係機関（財務当局含

む）との意見交換等も通じて、整理・分析する。 

③円借款制度について実施機関等の理解促進を図り、セネガル国内において必要

な手続きが行われるよう、必要な情報を整理・分析する。 

 

（６）セネガルの保健医療財政に関する情報収集・分析 

  国内外の資金を効果的かつ効率的に管理できるよう、セネガルの保健医療財政

に関する情報を収集・分析する。具体的には、政策アクション達成に向けた課題

を特定し具体的解決策を提案すべく、保健医療財政における現状を整理する。 

 

（７） 調査結果のとりまとめ、ドラフトファイナルレポートの作成、説明・協議

（国内作業・現地作業） 

 調査結果を踏まえ、セネガル国の医療保険制度の改善や保健サービス拡充におけ

る現状と課題を分析し、今後の協力案件形成に向けて優先度の高い政策アクション

を策定するための提言（政策マトリクス含む）をまとめる。 

この際、セネガルにおける JICA関係者（JICA事務所、専門家等）及びセネガル政

府関係機関とも十分に協議を行う。 

 

【国内整理作業】 

（８）ファイナルレポートの作成 

ドラフトファイナルレポートに対する関係者からのコメントを検討の上、必要な個

所については改定し、ファイナルレポートして取りまとめる。 

 

 

５． 報告書等 

調査の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。このうち、（５）を

成果品とする。最終成果品の提出期限は、2020年11月を予定している。なお、以下に

示す部数は、当機構へ提出する部数であり、先方実施機関との協議、国内の会議等に

必要な部数は別途用意すること。 

 

（１） 業務計画書（契約約款第2条及び共通仕様書第6条に基づくもの） 

和文３部（簡易製本（ホッチキス止め可）） 

（２） インセプション・レポート 

和文３部、仏文２部（簡易製本（ホッチキス止め可）） 

（３） 現地調査中間報告書① 

和文３部（簡易製本（ホッチキス止め可）） 

（４） 現地調査中間報告書② 

和文３部（簡易製本（ホッチキス止め可）） 

（５） 最終報告書 



 

14 

 

和文５部、仏文５部（製本）、CD-R（和文3枚、仏文3枚） 

 

報告書の仕様は、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関す

るガイドライン」に基づくものとする。 
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第３章 プロポーザル作成に係る留意事項 
 

１．プロポーザルに記載されるべき事項 

プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル

作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してくださ

い。 
（URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/proposal_201211.html） 

（１）コンサルタント等の法人としての経験、能力 

１）類似業務の経験 

注）類似業務：保健(UHC)分野および保健財政にかかる各種業務 

２）業務実施上のバックアップ体制等 

３）その他参考となる情報 

（２）業務の実施方針等 

１）業務実施の基本方針 

２）業務実施の方法 

１）及び２）を併せた記載分量は、２０ページ以下としてください。 

３）作業計画 

４）要員計画 

５）業務従事予定者ごとの分担業務内容 

６）現地業務に必要な資機材 

７）実施設計・施工監理体制（無償資金協力を想定した協力準備調査の場合） 

８）その他 

（３）業務従事予定者の経験、能力 

１）業務管理体制の選択 

本案件では、業務管理グループ（副業務主任者の配置）の適用を認めません。 
 

２）評価対象業務従事者の経歴 

評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業

務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。 

 業務主任者／UHC（2号） 

 保健財政（3号） 

 

各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験

地域、及び語学の種類は以下のとおりです。 

【業務主任者 業務主任者／UHC 】 

ａ）類似業務経験の分野：保健(UHC)分野および保健財政に係る各種業務 

ｂ）対象国又は同類似地域：セネガル及び全途上国 

ｃ）語学能力：フランス語または英語 

【業務従事者：保健財政】 

ａ）類似業務経験の分野：保健(UHC)分野および保健財政にかかる各種業務 

ｂ）対象国又は同類似地域：セネガル及び全途上国 

ｃ）語学能力：フランス語または英語 

 

https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/proposal_201211.html


 

16 

 

２．業務実施上の条件 

（１）業務工程 

2020年 2月下旬より業務を開始し、2020年 11月下旬の終了を目途とする。 

 

（２）業務量目途と業務従事者構成案 

１）業務量の目途 

  約１３人月（Ｍ／Ｍ）（国内約３Ｍ／Ｍ、現地約１０Ｍ／Ｍを想定。） 

 

２）業務従事者の構成案 

業務従事者の構成（及び格付案）は以下を想定していますが、競争参加者は、

業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成（及び格付）を詳細

の理由も含めて提案してください。 

 

① 業務主任者／ＵＨＣ（2号） 

② 保健財政（3号） 

（３）現地再委託 

本業務において現地再委託は想定していませんが、一部業務の現地再委託が適

当だと考える場合にはプロポーザルにおいてその旨を理由も含めて提案してく

ださい（本見積りとすること）。 

 

（３）対象国の便宜供与（必要な場合に記載） 

関係機関との面談に係る設定については、必要に応じ JICA セネガル事務所の

支援を受けることが可能である。 

 

（４）安全管理（実質的な行動規範が策定されている国・地域のみに限る。） 

下記の条件に当てはまる関係者はセネガル事務所から安全ブリーフィングを受け

ること。 

・初めてセネガルに渡航する関係者 

・前回セネガルで安全ブリーフィングを受けた時から 1 年以上空白があるセネガ

ルに渡航する関係者 

 

 

３．業務従事者の条件 

（１）自社と雇用関係のない業務従事者の配置 

自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。

また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。 

補強については、全業務従事者の 4分の 3までを目途として、配置を認めます。

ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業

務従事者数の 2分の 1までを目途とします。 

なお、業務主任者については、自社（共同企業体の場合は代表者）の「専任の技

術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業

務主任者についても自社（共同企業体の場合は、代表者又は構成員）の「専任の技
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術者」を指名してください。 

 

注１）共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当

該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事

者を提供することを認めません。 

注２）複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。 

注３）評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定

者の所属する社又は団体（個人の場合は本人の同意書）から同意書（様式

はありません。）を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書

には、補強を行う者の代表社印又は社印（個人の場合は個人の印）を押印

してください。 

注４）補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めませ

ん。 

（２）外国籍人材の活用 

途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただ

し、委託される業務は我が国ＯＤＡの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活

用上限は、当該業務全体の業務従事人月の２分の１及び業務従事者数の２分の１を

目途としてください。 

なお、業務主任者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当

該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力

について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添

付してください。 

 

４．プレゼンテーションの実施 

本案件については、プレゼンテーションを実施しません。 

 

５．見積書作成にかかる留意事項 

見積書の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライ

ン（QCBS 方式対応版）」を参照してください。 

（ URL: 

https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation_qcbs.h

tml） 

（１）第１章「３ 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割

されることが想定されている場合（又は競争参加者が分割を提案する場合）は、

各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。 

（２）以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。 

１）旅費（その他：戦争特約保険料） 

２）一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの 

３）直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの 

（３）見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は１０％

です。 

（４）本調査では、セネガルにおいての調査期間を確保する（業務従事者の不在期間
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を避ける）ことが重要と判断しているため、現地渡航・滞在に係る直接経費を価

格競争の対象としないこととします。このため、以下の直接経費を併せて１２，

５００千円の定額（税抜）で計上してください。 

なお、契約交渉において、プロポーザルを踏まえて現地業務スケジュール等を

協議し、以下の直接経費の内訳を合意します。価格競争の対象としていないこと

から、旅費（航空賃）は精算の対象とします。 

 旅費（航空賃） 渡航回数 ７回程度 

 旅費（その他）現地業務従事人月 １２．０人月以上を想定 

 

 

（５）セネガルにおける通訳及び資料翻訳（仏語 ⇒ 英語）費用として、一般業務

費に以下の定額（税抜）を計上してください。本経費についても、証憑書類に基づく

精算の対象とします。 

 通訳傭上費（一般業務費／特殊傭人費）：４，５００千円 

 翻訳費（一般業務費／資料等作成費）：１，０００千円 

  

 

 

（６）調査期間中、政策マトリクス策定のためのアトリエ（セミナー）開催を想定し

ています。開催にかかる費用として一般業務費（雑費）として 90 万円(税抜)を

計上してください。本経費についても、証憑書類に基づく精算の対象とします。 

 

 

（８）業務実施上必要な機材がある場合、原則として、一般業務費（賃料借料）で計

上してください。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料として、

機材費（機材購入費）に計上してください。 

 

６．配布資料／閲覧資料等 

本業務に関する以下の資料を JICAアフリカ部アフリカ第四課（TEL:03-5226-8297）

にて配布します。 

(1)セネガル国政策文書：①「国家保健開発計画」（仏文、和文）②「国民皆保険（CMU）

戦略」（仏文、英文）③「セネガル新興計画（PSE: Plan Senegal Emergent）」（仏

文、英文） 

(2)セネガル保健共済組合(MS)ベースライン調査報告書(英文)（平成 30年 7月） 

(3)「UHC 支援のための円借款活用に係る情報収集・確認調査 ファイナルレポート」

(平成 26年 1月) 

(4)「UHC支援可能性確認調査報告書」(平成 27年 8月) 

(5) 円借款「セネガル国ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ支援プログラム」関連報

告書：①案件形成専門家業務完了報告書(平成 28年 11月)、②実施促進専門家業務

完了報告書(平成 29年 8月) 

(6)「コミュニティ健康保険制度及び無料医療制度能力強化プロジェクト」(旧案件名：
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ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ支援プロジェクト)詳細計画策定結果報告書(平

成 29年 3月) 

(7)「保健システムマネジメント強化プロジェクトフェーズ 2(PARSS2)」案件概要表 

(8)「母子保健サービス改善プロジェクト フェーズ２(PRESSMN2)」事業完了報告書(平

成 30年 2月) 

(9)「母子保健サービス改善プロジェクト フェーズ３(PRESSMN3)」詳細計画策定結果

報告書(平成 30年 2月) 

 

 

 

別紙：プロポーザル評価表 
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プロポーザル評価配点表（標準） 
 

評 価 項 目 配 点 

１．コンサルタント等の法人としての経験・能力 （10.00） 

（１）類似業務の経験 6.00 

（２）業務実施上のバックアップ体制等 4.00 

２．業務の実施方針等 （30.00） 

（１）業務実施の基本方針の的確性 14.00 

（２）業務実施の方法の具体性、現実性等 12.00 

（３）要員計画等の妥当性 4.00 

（４）その他（実施設計・施工監理体制） - 

３．業務従事予定者の経験・能力 （60.00） 

（１）業務主任者の経験・能力／業務管理グループの評価 
（35.00） 

業務主任者 

のみ 
 

① 業務主任者の経験・能力： 業務主任者／UHC （35.00）  

ア）類似業務の経験 16.00  

イ）対象国又は同類似地域での業務経験 4.00  

ウ）語学力 5.00  

エ）業務主任者等としての経験 6.00  

オ）その他学位、資格等 4.00  

② 副業務主任者の経験・能力： 副業務主任者／UHC （  ）  

ア）類似業務の経験 －  

イ）対象国又は同類似地域での業務経験 －  

ウ）語学力 －  

エ）業務主任者等としての経験 －  

オ）その他学位、資格等 －  

③ 業務管理体制、プレゼンテーション －  

ア）業務主任者等によるプレゼンテーション －  

イ）業務管理体制 －  

（２）業務従事者の経験・能力：保健財政 （ 25.00 ） 

ア）類似業務の経験 14.00 

イ）対対象国又は同類似地域での業務経験 4.00 

ウ）語学力 4.00 

エ）その他学位、資格等 3.00 
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第４章 契約書（案） 
 

業務実施契約書（案） 
 

１ 業 務 名 称 UHCに関する情報収集・確認調査（QCBS） 

２ 対 象 国 名 セネガル国 

３ 履 行 期 間 ２０○○年○○月○○日から 

 ２０○○年○○月○○日まで 

４ 契 約 金 額         円 

 （内 消費税及び地方消費税の合計額      円） 

 

 

頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構（以下「発注者」という。）

と受注者名を記載（以下「受注者」という。）とは、おのおの対等な立場における合

意に基づいて次の条項によって契約（以下「本契約」という。）を締結し、信義に従

って誠実にこれを履行するものとする。 

 

（契約書の構成） 

第１条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる

各文書により構成される。 

（１）業務実施契約約款（以下「約款」という。） 

（２）附属書Ⅰ「共通仕様書」 

（３）附属書Ⅱ「特記仕様書」 

（４）附属書Ⅲ「契約金額内訳書」 

（５）附属書Ⅳ「業務従事者名簿」 

 

（監督職員等） 

第２条 約款第６条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものと

する。 

（１）監督職員  ： アフリカ部アフリカ第四課の課長 

（２）分任監督職員： なし 

 

（契約約款の変更） 

第３条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定に

よらず、次のとおり変更するものとする。 

（１）第 14条 契約金額の精算 

第 5項第 1号を削除する。 

 

（共通仕様書の変更） 

第４条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項につい
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ては、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。 

（１）第９条 業務関連ガイドライン 

「（７）コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン（2018年 5月）」

を削除し、「（７）コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン（QCBS

対応新方式）（2019年 4月）」を挿入する。 

（２）第 27条 航空賃の取扱い 

本条を削除する。 

 

 

【オプション１：部分払を設定する場合】 

（部分払） 

第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以

下の各号のとおりとする。 

＜例＞ 

（１）第１回部分払：第○次中間報告書の作成 

   （中間成果品： 第○次中間報告書） 

（２）第２回部分払：ドラフトファイナルレポートの作成 

        （中間成果品： ドラフトファイナルレポート） 

 

 

【オプション２：契約履行期間を分割して契約書を締結する場合】 

（契約の分割） 

第●条 発注者及び受注者は、本契約の対象業務が、付属書Ⅱ「特記仕様書」にお

いて、次の各号に掲げる契約期間に分割して記載されている業務のうち、第〇

期に係る業務であることを確認する。 

（１）第〇期：○○年〇月～○○年〇月 

（２）第〇期：○○年〇月～○○年〇月 

（３）第〇期：○○年〇月～○○年〇月 

２ 発注者及び受注者は、付属書Ⅱ「特記仕様書」に記載されている業務のうち、

第〇期及び第〇期に係る業務について、本契約履行後、発注者及び受注者で協

議の上、別途契約書を締結するものとする。 

 

 

 

 

本契約の証として、本書２通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自１通

を保持する。 

 

 

２０○○年○○月○○日 
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発注者 

東京都千代田区二番町５番地２５ 

独立行政法人国際協力機構 

契約担当役 

 理 事  植嶋 卓巳 

受注者 
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業務実施契約約款 
 

※ 機構 Website「調達情報 」＞ 調達ガイドライン・様式 ＞ 様式 業務実施契約 

（http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.ht

ml）にある「契約約款」に示す通りとします。 

 

 

 

附属書Ⅰ「共通仕様書」 
 

※ 機構 Website「調達情報 」＞ 調達ガイドライン・様式 ＞ 様式 業務実施契約 

（http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.ht

ml）にある「附属書Ⅰ（共通仕様書）」に示す通りとします。 
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